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現代中囚における「司ば」の構造"1

司法解釈・通達名は原則として邦訳して記す。なお、公表されている邦

訳が存在する法令については、邦訳を参照したが、:r.記の統ーのため修

正を加えたものもある。

[資料の略語1()(寸は略語)
頗I中I資料〉

司法律年鑑 (XXXX年)J (1987-1989年版まで法律山版社交わ、 19¥日年以降

は'1'同法律年鑑州版社発行)
司人民法院年鑑 (XXXX年L(人民U、院出版社)
司中凶検察年鑑 (XXXXイIL (中凶検察山版社)

{建同以来公安工作大事要覧〉編写組編写 r建阿以来公安工作大事要覧 11949

年10月"P.2000年L(群衆山版担、 2ω3年)
最同人民法院研究室編 J全同人民法院司法統計歴史資料也編191日1998(刑事

部分L(人民法院山版社、 2000年)
最尚人民法院研究室編 司法手冊(前×輯L，(人民法院山版社)
rz銘U吉・岨;R志編 T新中国刑法立法主献資料総覧 (上・中・下Li中国人民公
安大学山版社、 1998年)

{， l' l'I人民公安史稿〉編写組編'1'同人民公安史稿J(警官教育出版朴、 1997年)
何蘭階魯明健ヱ編 r当代中国的審判工作(上・下)J (当代中国山版礼、 1993年)

部}J群ー崩洪ー武術キ編 H当代'1'同的検察制度，(当代11Iptj州版社、 1988'e下)

部力群・馬洪・武衡主編 r当代中国的公安工作J(当代中国山版社、 1992年)

彰真 「彰真文選 (19，11 199011')J (人民山版社、 1991 彰真， J 

彰真 「論新巾阿的政iJ、工作-i巾央丈献出版村、 1992年) [室主真2J

法学教材編輯部{刑法学〉編'勺1且司高等学校法学試用教材刑法学J(法体山版社、

1982年j

rz銘陪・馬克昌主編T刑法熱府、疑難問題抹】lす 中困法学会刑法学研究会2山11

年学術研言l会品文選集(上冊L，1中回人民公:広大学出版社、ぬ02年) [刑法

学文集 (2001)]

也乗よ、・張軍主漏 T中凶刑法学年会文集 (200J4二度)第 2巻・刑法実務間地州

先(下情)J l' l'同人民公安大学問版社、 2003年)
隙興良主編 司中国刑事政策検討 以“厳十刑事政策為視角-(中困検察山

版社、 2001年)

中国検察珂論研究J1I-.中国検察山協会編 rr厳打」中的法律与政策適用 第

-屑全凶検察理論附究イj'. i~論文集J (中凶検察山版社、 2002イ1)

最町人民検察院公訴庁回公安部刑事犯罪i望者局編 r厳贋打半危害本|会秩序犯罪

法律適用指導-(中国検察山版社、 2002年j

仮Z寺+.編 H“厳打"政策的理論与実務 1'1'阿検察出版f十、 2ω2午)

北法57(2'48:;)995 [2] 
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小11彦太木阿iFJ!1'Wl[r信行闘将知史 H中国法入門 (三省堂、 199U下)

本間正道鈴木財 布見i畢麿 T現代中国法入門(第 IBR)J (有斐問、 2(JO:j年)

小11彦太 田中信行 『現代中国法" (成立堂、 200'イ1.)

地方誌:

〈江西省法院品〉編草委員会編 r江西省法院誌J ChiL ~: 山版社、 1996年)

(1海審判誌〉編纂委員会編 i上海審判誌，(1海社会科'T:院，'1"，版社、 2003'1')

台林有地方志編革委員会編司吉林省誌(12巻) (司法公安志・検察)J (吉林人

村山版社、 1992{1)

111l1t省地方誌史編纂委員会編 T山東省誌・司法誌J (111以人民出版社、 1998年)

主主献青主編 司大安県誌-(遼寧人民山版干上、 1990年)

大陸市地方誌編纂委員会得公平編 l大慶市誌-(南京出版干十、 1988年)

双鴨111巾地方誌編纂委員会締公安編 r双鴨山市誌J (中困反望山版社、 1991年)

ひ平京県誌〉編審零員会期1公室編 l拝泉県誌 (早竜江人民間版社、 1988'e下)

賀県地方誌現非公宰編 r賓県誌」 し早能?上人民出版社、 i叩i年)

司海倫県誌" (!!:¥自E江人民山版社、 1988イ11

青島市史誌n~~公唱編 『青島市誌・公安司法誌- (新市出版社、 1998'1')

111東有利高市地ノ~.'t i川霜吉年妥員会編 r新泰市誌J (芹魯当干上山版社、 1993年)

烹庄市地方史誌編纂委員会編 J嘉庄市誌1(1[1華害同、 1993午)

司唐山市新区誌-(中華再局、 1993年)

奉新県地h誌編纂委員公編 H奉新県誌J (南海山版公司、 1991
湖北省校i~県地方誌編纂委f司会編 司枝江県誌ー (中国域巾経i丘社会出版社、目的

年j

湖北省応山県誌編纂委員会絹 J応山県誌.1(1[1同城市経済社会出版朴、 1990午)

湖北有深川原地ノ~.I誌編纂吾員会編 「漢川県誌- (中困城市山版社、 1992年)

湖北省成寧市誌地h誌編纂委員会編 i戚寧市誌，('1'阿城市間版社、 1992'e下)
安陽県誌編纂委R会 r安陽県誌J (中国青年山版社、 1990年)

〈鳥村特f主快ヰ〉編纂委員会 T鳥位特後旗誌" (内輩7片人民山版社、 199211')
冗江崎J~，1J*俳族俸族自治貼誌編纂委員会編 r元江崎)~Ji長林族俸族自治県誌- (中

華古局、 1993年j

話郎県地方誌編纂委員会編 H霊fi~県誌 ， ('I'1"1Jム揺電視州版社、 1992午)

院岡県誌編革委員会編 司曜西県誌ー (H粛人民山版社、 1990年)

府県市史編纂委員会編輝県市誌" ¥中川111籍出版社、 1992年)

米脂県誌編纂委員会編 司米指県誌-(険内人民出版社、 199:，年)

同寧lf品編纂妥員 ~4高 司周寧県誌- (中凶科学技術山版社、 1993，+，) 

'1'寧県県誌編纂委員会編 H中寧県誌J ¥寧夏人民間版社、 1994年)

中共賀市1県長必史編事長員会編 r賀蘭県誌J (宵夏人民山版社、 1994年)

民八師墾v白河[市地方誌編纂委員会編 農八師墾区石河子市誌，¥新i証人民

[:lJ 北法;;7(2' 482) 994 



現代中囚における「司ば」の構造"1

出版社、 199，1'1')

:正山県地方誌編纂委員会編 r霊山県誌J (黄111古出版社、 1993年)

岐山県品、編纂委員公編 司岐山県誌， (1侠百人民山版社、 1992{1')

米月両県誌編纂委員会編 米脂県誌険丙人民出版社、 1993年)

拘IJ，Iじ者組L草地点 i '~編草委員会 T越県誌J I中困城市山版社、 199:l年)

笠宮県地);誌編纂委員会編 H霊壁県誌I (術江人民出版社、 1991作)

金草市地方:前稲葉委員会 r金華市誌J (討庁il人民出版社、 1992年)

五河県誌編纂委員公編 五河県誌" ¥i折?下人民山版社、 199211'.)

屯渓市Jm方誌編纂委員会編 r屯渓市誌J (安徽教育出版社、 1990年)
'9'徽者上主皇l早地ノ~.riL編纂委員会編 「長豊県誌， (中国主セ山版社、 1991年)

尤t柔県誌編纂委員会絹 尤渓県誌福建省地問問版社、 1989年)

六安市地方「£編纂委員会編 r六安市誌J I江丙人民山版社、 1991年)

本渓市地);誌編纂初公至編 H本渓市誌 (W1巻) (新華同版4十、 199U下)

[その他]

人名について、初問時は日中間わず7)レネームで表記するが、以降、

円本人については姓のみ表記し、巾国人については 丈字姓が大ドを占

め、混同しやすいため、フルネームで表記する。肩書きについ亡は特に

ii記がない限り発百・執筆時の肩書きである。また、裁判Jf9Uにおける人

名はアル7'1ベソトに置き換えたっ

( )内および傍/:cは特に{I記がない限り、筆者によるものとするじ

また、[ 1は原主を去す。原則として初山時にのみ[ 1を付すこと
とし、以降、意味を混I，'Jしやすいと思われるもの以外は、[ 1を付さ

Fに表記 fる。

北法57(2-481)993 [4] 
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序 説

問題意識および課題

中草人民共和1'1UZLI、、 中Ilcとill;与すj においては、 プゴ〆タリア

ιfじん市命 t以下、， I(平 と略す}終了後の治安のu2，olを王!ずJイニ3世
/0ノら策として、 '1'1トl共舟党 l以 1< I党 lと略すjの号令の rで、 19凶

年長打」と 11'1'iまれる犯岸対泳三fャンペーンが民間された c殺打」

とは、 l~交;~打撃刑事犯罪活動JK「J刊事犯罪活動への厳しい打撃」の意)

の rr~科、であり、只 H':'巾には iこ f主 l 、市き;こ??っ涼"\)i;'こ;[1l叶弔

抗日実] 1~ 'i 者に厳しく打撃を加えゐ三ととされている c 吏際、段打期間

中に!土、警祭等が大豆の従疑苫会 -rr検挙し、 Jffi'市よりも迅速に起訴し、
裁判l少おいてはそれ以前と比べ Eより速やかに F統が進められ、また.r

り重 ν 、!Iリ ~Ij が科される υ そし可、こ弓した手続の迅沼化および重罰イヒIt 、

ともに法の枠内で行わなけZしはならないとされるが、茂行法では)f¥沼化

およ L、三~~ì;lじに荒足りないと考えられたときには、 立法古がま汗Lわ才わ7るυ つ

ま』り札)人、 J克のr政I河浪4決;定主;にこ』長4

ひぴ'-オJU占j士1"の7η)各|何孟.:ti家↑竹iJi!が厳J打Jiにこ、満雪ji笠"一するのでZあjるω

百羽円て 日本においても特定の犯詳類型が円立つよういなれば、そJ.I

h対してキ守 J ベ 〆が行われている 例え if、父通'jq己lこえ守するに照

的な父通収縮ベヤシ代ーン、薬物事犯に対寸る桝薬取締月間などとある(

ニオLt:J はで←祭等の行政機関が11-う斗ーへンベ v ン Yあり、行政~M戎の ~iI ;-i動

と↑\~I: fëiづけるここがで吊ょう、王た、行政~p域のキヤンペ シとは別l人

山法的な汁心奈が講じられることもある :m 'gt'な父通'1，放のさ:起者への
刑罰を重〈するために200I ~;~ (こ新設されたfEJ7L述二云じ'J;;;:ji:';(208条の

2 )土、そのhLたる刈であるコ

また、合;'7)トおいても 1984午ド冊照犯を対象とする 内

ばれるキヤ/ベ /が展開されたのを皮切りに、その後も、「政府

頼を?;:;i~成さ折るために、数今おきに無頼取締行動をほって」、る" こ

のわ海ク〉キベンベ /について 1↓'1'.1の論者¥J:，ここ fh考え日ベモ〉
イ'J 肢も I-~~苦言~+行動を行勺ごし、る J ご:{!は我々の ~'st:rむと似て J:ì :) ， 

l 苓 l弘泊、~今11'，*司王新持活 11 (~-HltU主{去、 1989 ザ; 791=tc 

Il:i当日7(':>48(コ)9:>2



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

その「掃討」の主な対象もマ 7 アや重大刑事犯である Lかし、守最討』

に参加する乃は「法務部 J がお符ナる j専任・公~Jf機関のみであ打、 J&↑:J

:ま「詩討 l 行動から独 <1， (""ているわ「掃討l七日い ζ、"法務部」は

善古毛お ιじぴ憲兵を指j需して、マ 7 í アや重大暴 )J犯を徹 1氏 tSI~Hi まえ、

行~)J逃がさなし- 0-. ~)にするが、 これらの犯~n 苫について 1，の"")な ~W を

し、 7刊を設定するかについて、裁判楼閣は河町の IiiA1お4び安弘法

I，~基づいて行う，と るじ

これら 3高l土デl-tJ!古Jには11)，ているようである。〕トし、中[γlのゴ結石に

よる指J者(，~~2，f:1点部!かりも「川らかなように、実は旬、て非なるものご

あるτ とい与のは、 U本や台湾では、 格分立でいっと二ろの千子以おぶ

ぴ :l→法の領域!大r(~犯罪叫策手議!二めれるだけで、司法/子 、の泌

響を r交iTると Lでも これに千三柏叶 iに)J:わる」とは4いからである p

このことは、円本れよぴ台湾が続受:_，/: ~.~干近代;:j: の昭一理のひとつで

ある百l法の羽.(j:lーの凡J!iJ，からtALば、当然のことこいえJうc すなわち、

11+では「裁判とは、社会関係じおける利:古力衝宍、紛争を解決し読者芸

する現11'をノト:める、口、 Ú~ Jd~権威を有するさ在 J守的判定てある '~j ;てされ、

J王子IJは手賞 l内に I千IJjl::であると与えられている J そしてそれは、 I-";[Gi々

長斗的な事1'1 につし aて正いはの遼用を保隠し、国家法秩If少~(%1iJ寺Fる

ことす村扮とする作JIIJ とされる。 J~'$;(.、 1"1家円的の積極的実況やめ

ゲしてq-Jわれる主体として統 件をもっナ継続的公凶家作fIIJで」もる1;

改が :l'~ (l:i: El [ムの1'[')11 ，こ 3 れる-j)によ十し、可jJJ、が l 法国[;'~(7) f'rJ iJ 1 こ

えれる河口一ごあるへつ主リ、 権分、fl」おいてぬ判が~~たす没者1]( 主、

何らかの六億却な1';1芳三ιfO'0の険極的実現引はなく、「下Jに」そのもので

あり、 1$家法行、f予の栓持である υ

そして、こうした r-':'JJ-;Jz.Jを呂的こする裁 'IJI土、以ト♂〕宮、引が不可欠

ロ百-iギ・イ七林;ム「論 i 験~J'中死汁!力台ìJ!F抑制 J公安k学学報日"υ;?，年ワ烈

26--27，tfc {iiでのキャンペー/の9:際につい訂正、こ内01年9H 19 C 、21口にコr"
l，'，大手:口、学卜;'i~:'C fわ}iた rd，!';!ぇ白 IlhJJ~ :J+ ;J.ti'J攻主主比町)1;:::究」セミサーに

おけるl官ャト百 l台、湾I-JIj法務部J;c)(j)発つによる (]nJ論文)"なお、 l重大刑事犯、

「亘χ暴力犯」はl話丈のシおわ Pある

3 事:f" j~ ト '.i~j三I裁判決(第 A九:1"'信JL 白玉じ潟、 2;);:つ午) 1員

凶11i '--~nl~ l 安説lj~r}t 云(新版弘丈i升、 972年 ::1.82

ポネム57(2-4円。):!Dl l6] 
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である〉さtしるロ v すなわち、 ¥1)紛争をだ完!とすること、フ)rふl-¥'{公ギな

第二者(独trOJi'， i4' )がi':JIIJiを十ナこと、ノ3i対存ずる当事者がんレに

基づ， 'て皮泊券つくす"1tl-tスが保障子三れているごと、であノユじ fミらド、

「二主代以吟ぐノコ裁n~HX'I，j 古び) 安，，~ミ」 として、従っ工裁判であ

るこ〉を挙")"ることができる(以ア、これら 4要素からなる]甲/主主とし

ての裁判を l法I'，jllj定昭裁判 l と呼ぶ ¥U/) c 

これつの 4 要素の巾で本i立をなずものは、裁ドリ '1\ が巾 !L~公平な第 苫

であること、すなわち「独立 1-"ていることである ら:ザなら、裁叶jが

l 判定 l である以上、裁判 nが I 公平 j であることは I 裁判の本質的 ~Z:

ぷ l であり、 l よえ 1で玄の公干を縦}正主るためには、司法の5~ct[ を前夜ニ

した細々の裁刈hの独立マ が保障されなければならないJ' からであ

るラ

;'Lょのょっな {j、的半~íi~到裁判J をよ七 :f;~r内に表現すれば、それは 'jLì主役

Uustitia;l 子 方の手にJてつ， ).:..汗 こなろう。 r-fj干J i主 l違法な

行為き l とらせるべき主主役り|リ訳、お正法償とにこ j そ法に R~ らし「はか

りjためる活動を ;3'カッコド、.J~，:t n~\ 人)烹 11，する円いわ札、r-i1汁1 立 f公斗、1下アを

象滋するもの
v

でfあ

真絞があると考え♂〉バjしる ο

きて、以 1(fJ i士的初 Jヒ型裁 Ijl二関する与えん l、依拠して;cj骨;止めると、

小島氏可 lミHt法子 frl 説書房、.1~)87守) !!-~ 
む 中国r州;干の主主判続の異IfiJをテ マトした叫1)研究トし亡、(現Fーを対等~ ('" 
したものではと主1.，，7;、) ~'f 'J rLと l 私法快走の起況に|司寸る -T7U L Uci nC1 

(/)行「究を校~JÎJ として 」土井 ~i;tt 術史fl~;交官づ主要ィミ先生;J't[卒論主主 1S/，?j洋:(7)

有1たな民間 l有ミl:問、 1973~勺l およこド{法官売 中 I"Ji去ぇ{じの与可干 JトEυ一)

去り方を垂じて -' ~ j}、哲学午判 1986:， :'，f(F有辺、文化:-8斐悶、 1987午)が
あるパ肝::1が古代:t:1)下ャの訴訟のl京仰を な t...::.止め、それを I[コ〆的

詳0'!-~J C性括づけたのを 1:け、政資は、伝統 1 ，の訴訟 IJ~'?f-'けには l ャ]定

れき主税;が欠如lじて v 、たこ ~~tl~j 仁た~ i:':}汗0)議論}ム丹念剖とに寸問寸前代以|お

なJ;tfリチ説:士~，/::_1で、 J:t'i-t'--i--Ilへの玖刊のあノ )j~~t~つうと j 。本稿にとって

示唆t 富む

'.71 d、片岡北格i土 (3}μt-1

p r市iI-~ 去の!/~~lÌlヮミス J主主 J JlJSTITIA2号 11991ザl 2 l=tc 

Il:i当日7(2'47S;9DO



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

， ，J法が収品iII"三千ャンペーンにJ)加L、iT段より pい)11罰モ:利噌 i工、二出iドJリl

に司法0)(叫す、さらにはその本監をなすと 1寸〉れる主主，'1)官の必ず，"け

の⑦)とIfr:TI前安 fることになることは司jらかである けだ〆、「司法

の主1{.1Tは、本来は裁判へのイ、 i雨、すなわち乱立の川添機J主j走裁判半務に

つしを亡、事前に及'l'U?に"V:.判内科について 1[11草£令できたり、または事

後に裁判を ~ti主交;起することを FJ7E するここに外ならない刀、九であ

正。たがって、司D-~グ〉独，';のれ?お， 'ては、犯罪1取1前締甘ヰ→ンベ一〉 l

上lり]戎判し

こ t札しに付し乙':-[:1 回で:は之、'~!:::のけ今;こより l単行か始まれば、裁判所~} ， 

は l 乏きにかつ!W.やかに l裁判を行うっまさに事長に決河内谷について

指符命令カ吋Jわ幻てい之;のごある U とりわげ、商安打の「主主に」の

は、裁判0)実体的l人J容についごの也完的公指揮命令であり、日ju、の独立

とのjJ:叶1:1からいえば、 法やかに J よりも深刻な問践といえよう〔その

七め、本4克では 1-'1主主に lに重点を出主己主じとい¥】コ裁下j所は粉1しも

なく厳干のt6，い手の 人であり、投打とし寸実践的営為lおν、て、法「つ

乏U注記l及:j:1~ (tぺ土 )'I~ 賓の I 抜判 J を見 rn すこにl ができる ρ

そこで、数千IJのあれ hiこ右甘すオば、なず:-;-1;土lでは絞れが可」♂な

のか、厳打の 主主主:tcう中国の:IJ<.河と:立 体引なのか、とし寸焼肉が鴻

きLiおろうにl このJ、そ究明1ω こjが尤私の係 I，jJ認也ごあるハ

ω ;ii.宅与にはこれ以外にも、.01-'1ンベーン中のみ速やかに手続や進めるために

「当事者がルーノνに基ゥいて攻法ゃっく寸ブ i-"j七ス」が号:1涙され侭、 l、また

出を旺j~. したおと引が1cわ iL/:

山梨 1等・可'Ij詰i十 (3，¥ 1:0貝、小島・前十hkf:(5) 63.12'0 

"兼チ等トjト'1貞 J

l:!' 絞;ゃには l人民1114dl寸J 人民法院 とある 1なお、鈴木賢 人民法|誌の

持裁判所的性格 ，[心b場経び前H化こlに:1指主れzる"♂j、院の量晶ノんJ向分イ#祈子汗r-----------J 比f絞~i)

号 (りi リ引(りy沼:~:年苧 l カが3守f指旨針f宵ずるよう hドまたλι、f桔品がこ 3れし刀、ら明 ι かlι」 j宇一毛φ》仇う;，_iλ、LυJ人、
民法FペーとE本で与えられている裁、iコ:i析には質的な注νい'"あるが、:]Ili;1ではこ

れ合 l茶宇:1機関ー¥後押Ll.:JTI参照Jとしといるため、ボア川とはちしあ1::.i'J : '(ム

7乙]チ， 1&判所」とボサ

:1'， JiJH円いうぷ材には様々な「切 J口」があるえ考え九れ乙、 1吋え i工、亘笥

?と，γ引の迅速化といろ点かム(二、問誌の犯罪事lli力1J勺'j'._ _ ~7 と在ろう 1 また、

l日需の:'!i!+J、話!f1:りあげ fJ:こ着 U1.、':'1川 l!日河I#.. J印罰じ恥を主射する三三:材

二日誌57(2-4円1):!29 l只1
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}附，，'じ

これにつしてあらかじめ又通 Lを 、それ に裁宇Ur'"主ノfJ

本0<)(，こは党であるがそれ，七けで以ないため、 I~;~~}J :と!c現:9るc ~')， 1"" 

同!;)の「1芭具」だからであると考去られる J 子なわち、厳宇了ドおいて

栽 [IJ1 肝は、治宝101 ぬという討引を実刻する丈め仁、記。)j 旨ノj、\.~i近い、よ

り重く，~;L日 L 、 1) :i生ベコか:こア続をiEめ J三。つまつ、そこでの裁判:よ、

持JJが定めた目的を結 iこJ主税しようとす61:1示作ノ11となってし-6の

である 以内凶定型長引jを象徴するものが「ノcHJやゐれ[工、 rt国民裁
寸jを象i設するものは、怪jJ!J川、 Lた任務を aj，実

えよう J

Jえ 'o.き臼 ~I 
山 λ~〆、~、

そごでミチ;に浮かんでくる疑iちjは、なぜI-J-1fT:ではよ又珂jヂi言具となるのか、

という伺いである このι白を解明ずることが本私の活 2(7)諌短となる

なお、絞:こ検討寸る上うに、中r"17)裁判官が「官:の花J古」にrliiiとし、ま

たj主判がf丁f:zrぢーとあるこ乞;土、 に r:-j 国会:よぴ弓ノトの~tf子刊l ずt: ~，こより

t日~討さ j している r 本4高で;~草地I'J"λ とすることは、こつした l どつなって

いるか」でほなく、「令ぜそうなるのか とし寸疑問である /B，_f-木「々 に

し&え:.1、よ久乏1J11が r-}~~のお浮，こ服従ぜぎるを得ない仕組み、ぬ半Uが1:

~ztr二とならざるを得なしイ i 結みはMか、といつことであるした干局ではこ

れを、権力がぷ判を道具と「る仕組みという志l味で 1(-λ';'IJ 道具体迭

と I I"')'，"';~ ，}主:}2 C!)~望号旦はこれキ明ら刀、 lこす ω ことであ引に

要するに斗稿の記~(立、取れ I1 いつ%減的常為の分析を j差〕工、江it!

1-¥:中ド|におl、て国はずが寸訟である理由をn!jらかにすること、そのよで次

に浮かんでくる疑t!tj. (2~1なぜ杭杭が「道具ーとなるの刀!を究明宇るごこ

グ):2 ))勺，iY;る。
なお、本f%で(上考1?の対象とする時期を主Jドー，:AI怨に限定するりという
のは、 J は1083企に初めて行，つれたもりである刀¥そ1しJ'J.ni; のが芝

府もお年買を打の訴以と 1 て民~l' ド入れておく必要があり、その除、丈主主

末年(がひとつの〆切りとなると与えら札るからである。

また、これまでf'jの断りもなく l裁判 l とし、うすミ1引をffjc、てきたが、

にrむこ弁もでき t-".，さらL二、歴lj」的に見れば、 1:'1'1"へ民共犯何百空間以降l
も「厳七 J と本質的に :n~ じ J見象を ~_i_U-c)ことができ、.7<);，'日刊ありノらのiリi続十と

いう諭}~;も 11 かλ でくる。よれ二;こっしては今伎の点足立と L たし、。

ll:i当日7(':>47引日号



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

に開いている裁判i:til[宇裁判てゃあるひ以下の前述においても

i了j母、である。

本稿の構成

以上の諜起を解きほぐすために、ノト稿:よ以下の順で孝生きを進め、いくじ

ま「、 1 -，十目立半稿の考察に跨j車ずる井三本概念を整理する c これは 2

半以降の論述のi主を図£ためやゐる。

次::、 2章から 4章までを T部とし、石毛足lぶの解明(.:>iもてる、木部で

f~:;: ，'-、 どのよう lこfi;(dして L、るのかを [こIりらかにしf二

で、滋打とし、う現象を概t"~'し、約n刻に生じた苅現象から帰納的に厳

打守口Tt危ならしめ勺要lZl存探る、そのための素ぷは、丈草終結以降 (1976

年〕か G8:i ノt ，~~n までの治安状況および犯罪対策 I? 辛入 83ι-紙fT(日

、および目、ゾ士恥ナr~)， r;;t :こ展開された批れである(.~ 

そにて、 日主主および6主主を 11部とし、必忠lどの解明に充てるへ長体的

にはまず5羊マ裁刈が道具と れていることを明ら治、にするピしか

し、 'K~~~: こよ;;ぷリが道具レして運用 3 れる f めには12弐だけごは比りず、

らかの制j主的なjI 細みか不可 ~T.:-iにある J 先見の 裁判 活，ti青誌が

それであり、 fi1詮でその公1+:{主を切-1[;)かに tる。

先行研究の検討

以上の課題に~)(ハ 0ß む本1高にとっての JU丁緋)~-~には、 に関ずるも

のと、殺事ずのあり H;J与するものとがあるの徒者;立日本におい亡、ご 41

まで「裁斗J0)5:昔、'/J (なし、しは司法のj虫、りをテーマとして論とられて

きた1'，存である 1) l'J.、下 ~C:よ分けて検討する。

厳打に隠する先行研究

絞れに 111自」←らと1>)主主斗だII[内の先行叶究は干午見に及Lまない
lι

が、

14; ドイマは「持、:g:J= :i :"C-~'J と 裁判i))乳:Lす」と"ミつjJhj部品なフーマ主JYJ1よ、 l裁

判のあり);~とい与 1 枚のコイン(1)表裏;二寸ぎない ζ どえてぜ土色，， 
:1:)ノ 海「開発迎千"におけ;::)~~:j~-~笠谷のdて ;L~ 、 そのJ京同お上ヴその対論」主

主誠六・安田信之編「中回の間交と法ユ'，'ジア粁i声明究，庁、 199~ 午) 338，--339 

R、鈴市 長持円 (2) 177---l78F1:;f)，Jうに、前Jぃ止するものはあるー

二日誌57(2-4円:J):!27 jwJ 
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}附 l此

アメリカのfTI出没、倒'允苫による以栄をじにすることができたd それは:'1)

D仁ケラ ク:Con::: t:~)ts <)f Lny i江 th己じhiCle川 AE七仁口百e仁川11てJ211Z2J16J

J去よぴJワiH)J タ一一)_._-. i"Sll i kr日前 c: /¥nti-Crimr Camp川t:;l1S2nd 

仁川出ιCrim:llalJ \l sb~ l: 1979-198::iJ t である I以|¥そ丸ぞれ「ケワー

ク市丈;、 lタ ナ一千ヰ;と時ぶ)'.' ':Ihj 苫はともに I なせ'"!，~'好Iがロd 能なのか i

という!日]し hにt与えよろとヲーる4，j高とは声J支:刊に，1ンケしといないが、厳
打と， .う;児象(さら-!;.中国i人のイメをう〉析すゐ VIJとなゐため、こ

こで倹0i1-，ておく jユト、脳lこ見てしとこう〈

11:1 ケラ クE荷文

同誌λi，i、83年長打と t，;う J，~象事件歪じて、中医において「法」とは

{ムYのようなものレ考えられごしるのかを究明 LC-~うと j る大組長試み

である (，sLudv Lhe山 uc:"Ere01 Chinese ll1inking <"bout la'v¥') ，;阿論よとは

以 hの2点において本稿にとって示践に訂む議論会嵐山してν、るc

(了司3k幻二8:1年最打以前仁おいて、， t丈が法的決定を指導する政策こ

i;cSiCl却てあり、かっその上位にあるものシ考え Lつれていたこには明白で

あるけ1903良)とJ昔摘Lたよで、己えれにおいては政策が;~1~の誠 j

としてのJ也位争収り戻したと寸るつをのよ三、Hc)，え{麦1舌の要因として、 F こ

れまで絞いてきたi大事J m:の構造的脆(;\~性お nr訓練された法守f執行人弓

のふ;{_: ([~jJ上 1 を指摘するべ

だが、筆背はこのぷ誌につ¥.て次の:L←の疑問がある。ひとコは、 83

午長打以長において、法が政伎の[--.]，'/にある (supcriortoηo]icy) と考

えられてし、たと1る 1，¥である しかL、83主設11以前の犯罪対策ドJコ}過

ごも、やはり及員により;去の適用カ左右5れていた そこではlぺ打!'o，ど

は異なれ、 ili<処罰す。ことよりも、教育に伐さ言。)正/!"，が置かれぐいた
にすぎない(ごの点仁ついては後泌 2堂、持;、 2.2および2，30:照h 強

いていうな}，ì.， (J 、 83手己最n を契機に孜策の優位性がより ~jt まっチのであ

W Doじaldじじムaムkc¥仁0ム'.:::cpl会 o[~Jaw :n Lhcじbincsc;\tl~j 仁 ~.l引 c Car.lpaig:'.， 

JJ川、山【:1ぷ京 :Ú~Y k-w ， ¥，01 古ヌ1口υメCL:llC'19メ;:i)， JlP 1 おり()lYいお

:)7' Harolcl J-':.TaneAe.. Sni!.:c Hcrrd! υit~ し川町どamþaigl1s anuじがHCSt'(二Y;ilH悶 t

jusii'J-' 1979-19;:)，)， Curnc1: l>uv Ea、1A~; .i a Pruばr:l立I (_~999) 

Ui ll:i当日7(':>474) 98fi 



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

:)、 1jz-):[:とがi夏活 lrcvivd) したわけではないv

もうひとつは、政策似i;f，の 筆者にとっては政策が.i去の魂 lで

あり続ける 要阿と〆て、法制jぽの構法的脆弱件以 rucUlra[wrak 

川附 d 1(:g;-1I :ll~tiLuti: )ll s) と民の ρ'J ~，~裁判官ぴ川、足をゃげた /x( ~ついて

である d クラ クによると、前苫:よ政判所が足りないニ 1をE味ヲるよ

うである (1896、EJ04} んまずこの点につv，どは、なぜ裁判所の殺が

足りないとは誌が「じ、の魂」となるのかが、土手苫lーは埋併できないu

また校高について、告者のロジノクによれ1f、'F[の高い裁判官が当官

になれば、己主告をは 1-'1'1、円:.rik主を指導するは策 jではなくなることになる}

しか人、作同ιおいて政栄とは、とりもなおさす I党の政治jであり、党

の指導つ見徹メカーズムが椛造的(，~ H;!-.&~ さ:{1ている以 l 、裁 H れの呈・

日l土決定的な烹110{、をJ!，cた与:いレ考えら才LるU.2"

{長問論正/;t 1立、に従い (Accon.:.ini-{lo 13w) J というスロ ガシが、実

(2:.法 ITJ枠 141 といろ )~:I叱ではないと士長する。この L 張ば ~':'j 同の学作

の通説的J'lEIltとは兵令る斗二ーケ1;;ものである それほ次のようなロ

ジンタによるふ中日当グノザンクションi;c!fl，罰(!eg;:;1sa川~IO;l)、行政処罰

(ad::nIllis<::ra.ti¥:e S31よしti:y;:t)、懲戒処分 (di::"cIpluコじ7日 UdlO::l)の3積訟

があり山、ヲれらは質的に区別されるものヴはなく、行為の当否)性の

程度にぶって :.:{~d:J されるに1 ぎないっそして成れにおいて「決;一従し、」

:18 ミ仰向については、悦掲注 (';'7) -C紹介する小 1;1;:ぶョ現代c:t[Tj C) }&t-I;と
が~ ~ : -~ J;，j-寸る宇山!l1'科目:jOi批判が、アラーノ， :前丈にもあてはまるの

: 1>'， .']egal s2.pctiü;，は「法~訳 3一べきかもし れなv、が、筆者はこれ

と行政込罰とを〈別L、またこ {Lを l公式な法的ごと711罰!とinIじ宏'*で出いて

いると者主人ji るため、ごにではよりド;l~íJ~:内に 1-')i'lJ~-，と互~ :，たυ なお、れは

処罰も“1('民主lsanct :O~: .cあ。と考えられる由、古省があえ「こrノょっ力、主主
LI:のは、 iを注す{)若者流の rjJ、;，:従のE解¥'.-合わせるにめであるh士、わ

"ァ
また、 首長は l行政処;i! を“ndml Il :S~j'aLi¥'c泊目 10:，と司，-9-' かL、
に司詩的[i政処分]は、 ;!Ii'!'実 Jt 中 pif] でじ〉況モiート i主!えに対する'，:{5)、:~かか

わる込 ~j'~ とい;-):~去でお i-) (r;kf~~'-ド !τl注入門 2引，8)、'::t iscipl i:l a::! s，m:::じ0，ム 7

に科J当，-~"他方、“川lmíni:-;-:円 tiy\ 州R【↑ ]0ぶ\.:ついては、ての

代表対三 LTノJ働濡止(段述1.2ワさき日)を挙lア亡しεる乞め、 lここすは 'h政処
罰 と出したυ

二日誌57(2-4円;.)):!2三 LJ2J 
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}附 l此

と IUjiJ守れたのは、 '1' 凶のj岳，;;(.i'I"理解である I--j~止なず続に↑足りて処罰す

る lということではなく、 平なる慾1白処分や行政処罰ではなく、公人

の法均な刑罰 (8rOf:il，j;， !rg"，:[ p;J:ll出-j!ilCl1t) 企引す」こと争芭吠 rる、

(]卯OR)。つま 11、こ Jlまで1)政処;';'Ijわ慾戒処分で弘主盟さtLてきた

行為に刻して、 ;J、 !lW、をi豆rn--'j上といっニシを忍沫するというのであるじ
イ"if士、に著者がmt高す。ように、 1)1]:1ω民的責fH七三、は西洋iII.i<法♂〕ぶ
うi刑IJ'ij・行政・民予とはうきり区別やさないE立がゐる却l また、後

述 (:1.3./11~!去 J するように、 83年絞Jl を契機:こより 8."ミ制裁が科主れ

るようになった実感とも戸致し1いるし

だが、!殺打のスロ カン;ir-i'大に従νユ主主にかっやかに j であゐ戸

ケワーク説では i土;従t，;速やかに」の「芯にノ1Jt:.，-， ~ Cr)意義を説巧ずゐ

ことほ"Cきないじまた、より古い制裁が科されるように与:ったこ川ム， }:立

さに J:})文献で理解すべきである v ニれりの口、がクフーク説 そ-H

r:イギは和めて鋭い指摘であるが の快定的なら;司である。やはり :-;-1

国の週五;í，~'J理解のよう l 、， '{土r，:_tえし ¥J == ;tの判，[人lで」と僻するのが

_!1.当κ考えられる、

121 
“ ターす

タイト jレでは「厳主 (討つ|、(';];1:'(;)ーがメインテー?に伝えられてい

る培、 InJ者二の二七役(土成JJ'rーはなく、升プタイト Jレの部分である 筆高の

読むところ、 :liJ吉iよ近代化.~日01' . !IJ"許可;去という 3者カキ2関関係につ

い仁プ同の符験や析出1.、それやすユニパ 持凡なものとあるか台検;Hl〆

上うとする試みであるゴr

こうした間む.G:誌の下、[司書におい 、 801r~-f-~ における '1 1 玉川

ぺりこの42l ついて、 11 本で l土完!ぶ竿れ '~!f~観念こ制裁 i 河に.131+るも

めごと ν主主さから "シ ')>-/~llt界七への同L寸 規誌と統合己(円波♀胃、

1900"， ;が|じlt宗のぷ却を展開するご

この hについと々 づーは rsu年代中戸]における1EJ';、州事市江、そ〆

て近代化【灯ストーリー[土、多く σ)，r，~u.::おいて i~::十 l志こ挫折感が漂っているが、

それは I['~がけではなく、まに IrMf':i が'/;:: :l刊して~いわけでもなし)多くの

日にJ;.iい七、中国の犯罪、制三拝μI法、近代化，!)I叫採は、人知72のどこでも見ら

れる ll(事とお似〆て， ，る 1189只)とし、 q:;，，]C')経験(主叫遍恥なJX，象であると

UJ Il:i当日7(':>472)9只4



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

宇 i没、シスァムの校尚の亜芸なキー liイ/、とf止情つけられといる}トj

< I 諸問援の暑くは、801f/t 初日r~から '1'矧にかけて{_--:われた犯~r撲滅午々

Lベーン;、討いて恋化L;こJ (lB9IT) こ

以トのような i寸書は、「なザ賊~;が l付主主のか 1- 寸問題意識

つイペてとは、首長約:こ)ンクしてしぺ ν、が、小;稿が主主宰にすべき指摘も

ある c ぞれは次ω:2，1，)，であるコひとつは、 え;苧以降の'1":f1J工芸司法♂〕卒

質的特徴が「ィ、足とfよ辺え主義 (po¥.erlyand tlle legal i:1Slrumenl叶[:';1:1)

(187口J にあるレし、法i1i:貝土設のすデ止を指摘し 「ごめるり，ター

ァ はさらに議を炭慌し、日国のJよ:え兵土義の桁般を次のように説明す

之n すなわι、法j茸具 i義IJ:，[，同制!九のものではなく、相会 実同ゃ似
発途 l国!おいては 般的ごあ打、また叫担E諸国でもはhれる u しかし、

中戸 (他0)社会主設rqゃi岩手さ途トドi¥， I司阪に! (J)U、i主具主:だの!lt1iXは、
ょ;ぅ4日裁としう政;f，シスァムに'Jンク Lて、受察、枚察、裁判所、?丁JIJ

稔i喝を党の統 的指叫のドにi己主、その道具・武器と[た点にある。こ

の点デ「ウ J ペリアンカ在代i工モデJl，J出 lとの主要な一重いである、と}

扱えるのなお、ここでいう 犯非、門事司法、 i三代化の1坦':H:' は、同家の泣
イヒ( 資本上義イじないLはr:j場符的H::Jに1'1'，ヘ犯罪1がI有力日し、また刑事司
法ンステムが出洋T:1て1王町Jに設展し亡いく、という音朕と」まえりれる

ほ小jEJ とは{:ITロl叫、1:Rとれる人u0去源(長・長とら 1:)ぷよび物 ;'J資源

の不足争指してお，}、この r~: でクッ クの議論にiEi:t~，しかし、タ ナ はl不

足 を現代Ili同日事司法的諸問題、乃要ヲミとi古泣づけて戸れ c .1、足」を理主i:，: 

殺打がな助さ九と つン、なく rも明示的には はヱ医してい企い口

<)~\ターす の， ，う lウ工ベ 1)""(シのidt法一工デル i土、刀フンタ ν の日鮮に

ti¥JJ([.lJ亡しるい町、[川仁 G，dallh'l'."'['11(-; Mqzjr川 11~日 ji(lll 川 L礼明ヤ， L計、rt-;11 C¥-' 

¥:. F:'[cdn:eln只ndStれ万九ムt¥1aιa Ll J ay I，cd.). Lau' U1!rl th e D( ho viora! S'dcnccs 

(.，'!:(，OJ!!l [;r1山Jil.J:l:lianapoli:.: Tk-' D'lbh日 l'v'kl】ill(1977) ;). 1046--1O'-i-9な.b 本

論えは M 仇引ner(ed.). iHodcrn{刊行川 The1え1冗引ιticsoj GYOμJth¥引、I'()rk 

3:1sic 300b (1966) にもは討さオし("1.，、るコ|司書の1同:として、マノ l寸ン ウノー

すー編著 f卜科ll一回竹前必7h訳; CF jJ-[-{(イ 1/，(/);Eiil ~'~L W、成六千出，::hfG}.~968年 i

があ1'1、これも参照L/:(該当:;:~所は 15(l~ 152，R))uター十 のやJ2rt~，ご上る;、

i!i ftV、〉ステム;ニuじたのよ弓なヰjftiがあゐハまヂ、;;、の'a'&，:に Jいとは、

同は統 的かっ不変 (Llrcifo~' P.l arcd unv2fy:ng;' であること、③相!判的

~ lrιlW;"lC L 川1<:\1)であるごと、 (J_i-i!i'_，_~的 \llni¥' cr-;;Jli~; ~ié) であること、法ンス

つ1、
ド
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手者もターナーの指3両をた刊しにおいと支持する d しかし私見では、白

洋法ンステムがら見た ~+jI刊の法γL具?義灯台lI:.o)特tl:U土、_:;&'I'1;0Tま

でもがj吉fHこなっているここ守あるムごの J出、 十告分、'(でいう行政ト:属

する嘗祭、 1実可号、問機協が泣具lなること弁 l立本史的仁異なる。なザ

なら、行はと:ょ先述σ〉ように、 j見だに国家リ}ド}C乃花極}ド~'j;:Atをめ与し

て行わ，Lるヤ体として統 ytをもった椴続l1'Jな1'，1家作)11/いであり、そ

もそもLl内実」見;キ(1ーすべき国主作用だかりである J この告味で、 公

怪)Jをイーする戸家(または公共団体) と人えとの問の、公訴と私守主との

íwr~ての~]牲を U:YJとする j抗;-n~ iLiJ勺文民となることが、 r:1闘の法人白只二七

義の的特徴である。タ ナ の指令ーでは二三が叫J修にぷーかび iがっ

てこなし¥

もう υ とマコ l土、 {:~"b去、社会主立法そし E 羽在のr:t-、の場係について、

伝統1ll国じ、と社会主義にの Ij出台(fiLLとい4論 τ、を升J帯L1いる円
である c こうした込向山手、 1+'伺はもとよりお日本にも有伝言一る :r) 筆

者もそう :Y;-えている i大jのひと;')"("ある山、その lでターすーは「伝統

テム:一つい亡は 工lピエラルヒ、構造であゐこよ、③rピ?京泊に編成され Ct，ふ

こと、 ρ専門不lよ)'1運営されるこ去、 :-，~，衣料)苛 ι rn~(I):U;(， 介干I する弁己主ート

/)、存イ1するここ、 引主1-:-'-~:J n~ である F と、 7)λrd~叫、ンスァム;;:I司家1設問とに亡

j.!t;詑 1，も、「ι法および行政と 1ょ l' 出l 三れな')ればならないこと、 C8~'抗生Ij!Jや

万罰の行使は犯行の再戸被・己主主に立、要などき σi cÏ--;J宅用されるこ γ;( ;j，~不する

l夕 -)-宅18?頁)士お、法ンヘテムの特役立lが欠t)亡し λ之が、これはIt':え

のママでふる。 不文では 'Fi{Lh'!のE主役に乍c¥'C'wh"があることか川、 Si_'dh"

がほけ落ちた c のと考えられる J ガ?シターの見附と :m ム l~úわせると、

"S::dll" 立法シスァムが l合理的である二と」が人ると拡J別される J

外出rj'・日rIf抱i.t引に頁r

?華子羊 寸討号 t主(~)) ;? I;;f.， 

引っ例主(工、事犯:J}U 同年級I;u;-'1'1与事:'1'1司法制法l茂 法:;1iU売法'了界重大事
件前ヲEf斗 )JU、千↓u仁川主4f，1J:l 佳子{し

:1、祝賀合 『中 :~Ii， -J_先制史論集 \iJ: ，';;日 JT-IJ 罰) 創立:片、当)ωノト1 λl下、鈴木賢

I現代'1'['Cill祝uのl耳fA----------(.ム料このす己目日L継手 ~ ¥成主で士、 19921f-ノタユ1頁
川羽桔「中区町法にお〕る罪刑法定主義の命運 迂代;主cつ受ヲ芳三拒絶

{乙・完)I iL7て法ザ;命生G2を4せ¥:2001午、 262ノi、 設 ;;I;'~iヲ7 う山見る

t土二lr，v)宮下1[1))よz正 義 1997年己主 Jr.li :J il:_~. r;う下て JJL校法Idt究()~りほぼl~i

'ij'_) 17 1: ~1 門 C)}i ，

l~fiJ Il:i当日7(2-47¥))9只2



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

中国l土々のおo.fr代I-j-l当]U，許 11.)法、シス T ム理解になお関係するが、当百五
システムの本質 ]'，j1\!r位以、過去 J りも、そのシステムそのものに 1i~~[6'つ

けるのがベストである」げ自7頁)と 1、 過士と1:1; ，:)かの注統件があう

たとしても、それは l深層構3Lレベル 交主:わナりど持されて

きた丈化論的収;兄は、 rll$人による凶洋近代治配;定， j支術の選択お上ぴ

;111:院をノトすかもしl'ないが におし hてであるー ¥1訂 f-..) とする。

土手苫(土、タ ナーのよう; 「ii渓ンステムグ)本質的符{J{tは ・それン

スァJ、そしi)もの::イすEつけるの均三ベスト」とまで言い沼る Lことはできな

いが、少なく fこも、 JJi，山下のヲヰ象につい"C(土、まず1見守のシステムから説

J1寸べきであるニ考える「本稿土台 2 の ~W ，~11 はまさに二うした先怒に 1Ii(~

るんその lで、過去との足キ正f土仁ついては、ターす と同様に、「ィ'~I"3

1品造」レベルにfi!e'iつけるべきいであるとJfえる土、 l 長年にわたわ

支持され1 きたよと化論~gí反計;J J 、 rJ-l~人による凶洋近代的iltl. 反・校Wr(!)

選択および;llft応を示すj かとつ泊'1よ日:1として。

そ11でほ、ターサ がント質的特徴とする法道具宇哀ほ、制)年 f~の中区

刑事河口、シスァムにおいて Yのように位指つけりれるのだλみかf 換言

すると、伝説J-t-t義としう与えノうが存在していたとしても、、'i該システ

ムにおいて、それが具私的にどのように実現えれていたのか、というこ

とであω，H吉では幻年版十l寺中4しとして、門会てに:1iJ'F:iji丈の実際がト

レースされているが、 il-:~Ë民主烹といろ考よ方が%坊される仕池みは鮮

;Vl 0 ilてしゐなしミc

I裁判の独立 j に関する先行研究

従来の先行研究が明らかにしてきた ~j に、:iN.半'1 0)独立を問害する笠一

止、は少なくないc ま「、現行事法(1982li-:. l2月 Jこl::lGZ'I:--• Hli'';--r は

る:判所が独占して託料権を行lt する世規定する C2()~:) 万で、党の

I'I'I:~'と仁対する指尋的 i也{すを定める \:1': 丈れまた、 ;JJ/~さの性質・手早 J立に

;， l~' じて、審]市を相当する五時:J'IT だけでは決定(=J:U l~J~ ・を下す

んノア t'L、タ ト l江主在者よ:]もイヲ法tの影響を限定的(こ考え口、るシ豆われる
主 l その役、 1988イドィ刀 I?H、199::3午3汀ιつけ、 lC)iコ(1午3日lo行、 ヲOCH守3

1111 [に -g 1~L~Z ;:された。

二日誌57(2'46D) :!21 LJ6J 
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ことがでさず、 そ才れL以外σの)千古1在が最終}的均な出iポ治ド杓心J山d仇:

そjれl:は止党委[去::会L、記総([引Jず委:只L三会f会;、 よ玖え j可I)F:丙号長 {院長，エ主主守が必終的な法

拘Jノと定脅 Fすと， 'うものとある それぞれ党安海査制 l、「裁判

委~i7討議:~jIJJ 、 所長冨:.1'1:制」とl呼ぶ 延長仁ついては絞述 ) i1 tiギ

明 l 苔問 '~~t安審託制こ(上、三三妄な早「ι 平合マjT- 検祭・裁判所 ('tl~

では[公、険、 J士]と針下する)の闘と争し hのあるハu ドラ スにツい

ては地方の党委員会が議査・決定する$1)肢を指す J 訳、引委員会討議制 ζ

lよ、新i日ill;;;;rifiJ¥、3さめる机乏であ:)、裁判所のき主戦lこ就〈者から去る会
議午 現一半U委員会が、市大主!tゃれ ドウ スにつし、て討議L、ペ5支雫

ず干の法的決定を「すというものであるつまた、所長春育制il立、広待ー の

制度ではなく、事実 L1; われている，;>~:~jであり、 郊の苧件に勺し 2

ひ::11長、引所長、延長、 E花延長が斗j況を審査 jる2いう司J迂とあるn

これら以外にも人え代表大会(じ人下、 人たJ と国うす) ヤ行投機関か

4の工法、および卜級裁判所が 1.1設裁判所に裁判について指示 訟はを

求める、いわゆる[亥件前示帯l段]も裁判Jの独立を|む:合する妄素とととコ

ている}-， r竹田て flL芋iJdれ、また円4"("も拍J立されている，:，2 少なく y

も笑!ì~，いと Lてq-l;.::lijの裁判'1':(/) J'口υ性が病めてm‘く、-nJ1'去の独 υと大
きな隔たりがある点については‘日中日聞においてコンセン Tスに遣し

ていゐといえる

そこて次に町われなければならないのが、 '1'[正において裁判が独立で

きなν、(していな¥，) ::t}.i:司!よi司であるか、という '1である ν 従米のH
の910行研究l王、 i i~ 1の法的制度ベコ事実q の似fーの必要性なし， 1〆はf7坪

生はどこ;ーあるのか、とい弓社 1，¥からこの論)，I:Ci" ぇリ斜んごきた。これ

までの議論を|眺めると、おおよそ::究の指等 l貫恨のた除、 (2)";1 iJ、

日;主J主主も"うべき最高人民裁判:1:" i苧打者::?t:執芯治1去~19R.1年4月

lGC) 行士、最~r%人民救円l引 l 五¥.'.'(所長、副所長および弘長(所長または副所

長のK十年;こか，乙)が審与すべえずi-l午がji~められてしるコ詳しくはの 2. j T主計札

む l 仰j え;え鈴木・前 ~;M-:-. (12) 17-1 T:以 1 1て段淀 'i' 1.1の地 )j-f~-~目立主義と

;:;:'0、の制作 l ザ:芋{I、学幻弓 (199;;牛171百以 Iなγ

幻 l 段注 (1.1.? t:.~~) ";'---るように、国米統治!良川と LC 権分L を採って、ミ
云ν、111:");1でl士、脱出的に司法の6g;ウおよび故1:1.言。)狙すは出なされてv-るこ

["1 Il:i当日7(2'40S;9S0



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

主Jj、のザ絡がhf士山Jであるこ炉、 (3)裁判11の資質がイ'[ll.-'ニシじっ3点、が指
摘さ汚している。このろt:，1，;) ~が安|大のひとつではあるが、決定的な安!ヰで

はないという口幻ト:ういては、ほほがないものと考三ら丸ゐ山、

そ Lこで以 l、自立、(1)と l 針。)代;k Q0議当~O):-!-:SR(:~Jl ~-r、その fi~ì~~' をささ迷

_1__ '7 
Q /~-， _ c 

1， Ii党の指導」

この:-:Jti 上裁判が5~!.(立できないのは「党の指存」がすf{iニ j るからである

とヲる J 只件、{ド~;こは、 'S?:(7) t~導 J を民散するだめに上:J:';~~の斗 rrL祥子t制 h;t . 

慣行が，[1賓となり、また:党の t~ 浮 l の者対:Jtl を tlí記す ，(， IJ制点がある

ため、裁判タ供、 ，tできないとする U いわば、との ιう仁 L亡裁判仁対す

る「必:のJE1草」が霞!散されているの治、レしう，，~題同むに;早とゴ主、裁'1" 1

の泊、止を論じζj議論としえよ与)

本説の1Cf<E0論者は出'1'1日行であるハ↓U十では、その論文 '1→同にお

ける裁刈のJ虫Jιと党の指導 :954主 --]981年 、l 門国 "党

政分僻」勺た治の諜~lL を枚ri;j.._，t る山、下、 l 目前L'，>(主円時ぶ '.3G ，'

反J派閥争liHえおよび1979if-末から1981:fflh半に刀刊アての

2 J:tにわたる F裁判!の到しニ~.J をめぐる刊訂下 し、そこでi'?主足;Inこさ

"t こL二ぜ l仮定自な要何ではな ν苫 とは、今場!{;におい亡、 裁判官の資百

が向亡すれば、みたflJ'c:( J) tJIυ が活h~ で主る」わけではない、という<é:1 1未である

このよ ~) (，ニ与えるのは、端的にまf'党の抗 J草 がなくなムないl恨り、裁判官

灯油立は考えられなし λから?ある

コ:，¥ +:I~Lif逗(二、i1fJ'長1rL自J 制を"除 L て、裁判的J虫、 F を時 "f. ~9 る， 1児鍵はj釘 F

Lて院議1>L伎でえる裁判人o;~.\叶、に梓 l目的 l二確保じ主るかで品る」とする

(f-f-い l)jO)l\，~:J!;1皮と lij{'(fりの主l!_ú~)J 広岡 IJ 法学論争からみたその??討をと民

主互占jγ1、{抗告主主72巷1足¥1997.f"-)知支 二 ι弓はか2 、対頁:こも同様の記i~が

R.ら札る).-， ~たがっ亡、 t~';ì:-l正 巳Jにの独立 i ついご~.t，、裁判'1'¥の:ftJQ'が決

定的要rqであると併しごし iるよう読めξーただし、究委審査前日干行政および人

大からの i持に勺 v、rよ言;iじらオししいないため不';9であるL なお、ノト前文;土俵
発前文な 1) ら、この l片について|ぷの刀中日前主むとの心j"-jl~ がない。

和ノ前者はl、1Y7"I::JI:'同研究弓号(19叫苧i41'"-開頁、{走者;土必近捺邦m・fCill 
写t，J編 rペレス lロイカとし文章開放 同ソ比較分析.，¥ \，東京人 T~I-U抜公、

199.31') 21G"c7Hl所以。

二日誌S7(2'461):J'i9 11只1
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tしたjj支審合~ヲjおよび附長審査市:jを切れ口に、 〆 l双子りの叙立

乃関係を口命じる。

同市，])ヒによると、「裁判の独¥/.，予防干与しているのは-t:":の;山H主1]攻

守あり、 1978拝。〕完結Ll問中北委員会第 3l'1i全体会議{以|¥ 完11期

3 ;-j-' ~~子会 !: 1俗す)灯、玲それぞYれ有亡の吊4穫に直子ijした治、前与とと V:

は1I主残ることがご主た。すなり九、党委審缶詰lにつし'-c(土、党'1'央が

III刊j法・司:1;~:f辻、(ともじ 1979午 7 月 1 採択企 1980午 1月 11I施行U 況

nnw、は 1997 年 3 月 11 日改正ィ，年 10 月 1 日おじ、現行刑訴d~~土 199江汁

3日l?f:s:丸三 1 ~19 '!"e]C 1月1日指1イ丁 fiui 1了にノ'，:iLつ1~l í' D-Lr. 9日合口、

守Ij走・刑事訴訟法のi車切なきた:泌を断同手 ι主についてのお示 '32}を

出し、 l車三1;万olト#打ち出したu しかしそれと同時に、 告級司法機関に

おける J立組紋.tL;:び沿員幹部i土、同級以委員会に自主的に烹手告を十R告L

てlド'1、を止めなけれiJなら Lない1J 三宅，"甘不したとこの山について、

出']'iJ:I要 3一るにこれは、 員としては党委員 しなくともよ

いが、党員と Lて認iltせよという要求であるJ (76頁〉 と持つ有する{

また、河;1ミ幸夫出:Jは、 Id主判 OJ独立 l をめぐる第つ次論争において、 [rt~:

~Z分離j (えと|判事:機関内戦Eその分離}を刊にする挺 lと論の朕Lいゴド較

に似iされたのじがし‘ rI大吉1(1去とは干り治主を知らない人 i と拘eJ前:される
ほと法的資質が低い裁 IIJ 口キ :1 の 1111ごして、 rfrc& llii量制の I~t止iおは、 l京

辺市f;のレベ )V(~"(止総勢をほこりなが旬、 j:Ljdた:/;な :f 協論のまえに敗北し

てしまりた I(83頁)し

〆と I1 巾!止、再引j肢が ft~. ，~長らえた房、 171 売手くのよ与 μ分析すゐ i 党

政分離の;卓宗IJ!~ケ完:の )j:t-[ と L て、どれほどスローガン i 大吉されよ与と

も、'~.~~として定者してゆかない浪:")、これらふたつし')剖!支のよってだ

っ品併を宍戸崩すことは不可阪であろうコ院長1!手伝制l支(本格でしう所

長高査市:j~:指す J の力 J正、裁判主主LE先の水準 !)~)!U するという%務円条件

: 'i : : ~-i 刑法・ 1刊詐法0，月以については、子れ f"れ宇野白E ・、長男二敦縮 '1勺!の

}「ペムと j刊す「訴;-il~ i1、川県uゴミ一人学出 1::&会、 ~98~年壬-J:~.;え・寸ii~FR 尚 L:t;)戸、浅-J:~~主。

雨や/~史ポ)を、現行f:]法・万訴1去の刊:ιJてにつ'" -，~((よ、それぞれ針持捻 . 5ff:(え

作堺1:'1'1"へ只共担問祈有IJ~)、ロ(早稲 111 大?と出町i)、研ie所、古川;2:'下、ン)， 1; ;/， 

ト1109号(1997τ) 62---8:3民(松尾治古 田11，) 張夜沢)を毎回したっ

込， 111試は不iリ111:“Hぶ究5号 (198G今子) 1G/1 ---1 73長 ¥lll'l' hli討のを1三!討した。

UJ] Il:i当日7(2' 40S; 918 



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

の準備によ J て、あるしーはノ士主化をふ司るロi能性も考えられ右いことはな

1、が、このヨl'支をιえている?安なファクケ(が、あくまでも党kこよる
指導の何~[~こあると考えれば、やはり i斗主?の将来;止パラレ lしな関係ト:お

いて推移するとみるべきであろう J {8Gft)、介。つまり、主主誌としては

身長零査:制作院の問山:よ資質の~;~~~ゐ政判H と 0IJ!iJ δ れているが、その+

ti は l 党のm，~主 J 11付手にあり、 党政不分 l が両市Jr~ω 長<，1J こなってい

£と， .うのである そして、|内事l攻は 党の指導」守主現するためれうL

Eと併置づけられる kその伎の論縞l初 lでは、主らに主主TiJ委員会討議市lー

もこ u(.こJJn，z rノ2しこし hる;
それでは、どのようにして l党のお:叫Jが'¥':1守され、 l党政h分 J が

もたりされているのかU これについては521よ(2'，ノ子高;iじる U こちらは5耐え

ょ。もァーγのスケーノレが大きく、ジどに上る11'家(必議場〕 に?でする指

導体制につし 1論 Lゐυ ここには、批判所に'Jする兄の指等もffまれて
ぃ。r

，lJ門は丈草以降の党力指導体制今、「綾子汁古 川化システム」と名付け、

それを、 組織的iこは究シ国家介いみ_-jcU7な構造を前慌にはしてし、る

ものの、 1"1'奈はすぐれて:1三点的、 J続き(10な忠、味しかもちえず、笑体的

に(~党が国家ギト在}まお明子る i ~_:約な指導体制J (~ろ 1頁 i と主義ずる。

そ!ー亡、「禄今白、 ，Tじ化システム」の澗沼運営号 'T能に1ω喪主として、

対口J指導体調， 10、ρ'ゲル ブ[先住J"、 ρ'による人事管出[党

管幹引をl制け一るし

コ，;¥ [JJ ~-f-T 信行 11-]-1 凶刑事訴訟法のじーと裁判の独、'(; ~-f-T 凶~])i 充 U 持弓 906 イ11' !J 

ij" 1民以下参;[({'"

，()¥ Ì:~J 革法官を指導すノョための刀ワンタ ミートを克;内に設揮し、指導を-1'r')

こ〉を指示。 1対口部J:ー渇する1]本の1¥，1、的研犯とし亡、行政機河のぞ札l:
弘主したものふもるがβ 冗 片巨ムj吋党内1.1政担当機衿Jfジ F紙同友:存3号

(1992庁)20B以卜がある

り、 ト級õ~Lt~閃の命令:こもとづい1 当

日支機関与や舟#寸る 匙(j-党析を述 1 てt全に仁志ト i主のJ行持命令系統を惜告~ :~ 

'~ iJり、当夜組織の人手i栓を手ti:fLている」い坦代'1'同;)、巴判頁んなお、こ
」で l上級完，li.t院 と[土、 H紋匙長司会であるじま f、治:グj>.---'fに|叫「るi1l:

光について、口本ではわ政治活ぐっそれに|型 jj~:-たモのであるが、たW的業黙と

二日誌S7(2'46:J):J'i7 1"01 
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手者もの指導 とy;.主'l'Uの独立j の関係についてし:、以上の

l此

枠組みプ6;'ff~)Jであると考えるつすなわ九、対党にお\ 'て主.1(，[， :J が1~い'1 でき

ないのは、とりもなお九ず「党の指導J (および、それ売定現するための

':~jIJ 疫を1 置ノl があるがらであれ、その実効性を担保する {I 組みは、論文守、

がt~捕したよ'.に、.jJ口 泊ii体制、'/-，~'.グノレーブ、先 lこ 4 る人事管理

といううu、からなる c
しかし、論ιL正予は3苫の山室煎イ名がはコさりと浮かび iがつい「こな

い:i.草がとの4うにお(sEして「党の指専 の実効性を却j度fド)iこ佐保し

ているのかが時:りか;こさ 1L¥いないのである}また、イJ主口:干上fTJl文に 4

r乙裁判に対干る二己沙を説明寸る三とができ tt いこいつ「片l ，~_~ もある(ただ

し、ンミ説の羽{.'~土もっぱら主:と書記刈所(さらには凡と国家十混同)の巧係

に迂かれといるj 本稿"Cは以卜の成TCを十刀、に活月たト?、この2

4自に'J悲したい (ttr者につい

12.' 裁、札行政的注格~~t

この7見はよ;;ぷリがj目立して v、ないのは、 rt寸国Cl)抜半jが、 権~I]'立に ZJ げ

るMJi1;でl正なく、 f丁政[jむな 131t，i竹一JJJとされてL、るからであるとする

現代「寸国についてごうした i 訟を民関して~ ~るのは小口 l苦~， ~現代中区

の法ι裁f1cj とれわけ 1k~ 1巾、 2斤t、記者01市;3上()ト終市、')，+'11でめる。

ここで l現代rlrI正について ンいうのは、このエせが、 I三浦'i')ょの知見

Lて!斗完「中国vつれ政機関iおける'0;'1;1"}〆 プ，?~， T研究lおき丹号{1991年)

77 t(以 r かある。とれわけい!論文83~--8'1 .t{( ニ t$かれアいる党グjレー lをJ自じた

1rfd旨辺体制の訪問は、印l到のiiJu。グ)終7立を絞るトでも有持である
::; ¥ l' ~ )誌と I，:~，I~}U土問込間'L、回旬 1) 1:ふ呉iする議論であり、 lJ立】ごし 3るわ}了

ではなし， )考えられゐ

出ノj、口 11r」、 ''f，ö，代中国J)法ム裁判巴 (bj(え半、 ~~ll:ì3芋人終市~J.亭き下ろ Lで

志るが、 そオし以外れ初中まぞれぞれ、 '1代家権力こ FF主裁判 mll~ 編 lF 

l半tJl1-1;;中間培1巻現代中[:1::1:])政治];1界J [， ~::'i'!~!;-J九 1989年、} Iりi1，、「現代甲

dにおけ主政汁の性格 法的決ノ巳の主体のおに苫日[て J (]Ii!足立1i;、田

lrj編 l也域的秋ir~ ，t同本， "点京大学十:-1;版会、 :9訂作l所以 r， l' 1'1υ じγ市誠4

:)1.1:G'旧人予J，ケステンションい〉タ 編 小IlaZ、主主総 l古田区ピンえスの法と

実際 (口本芽:-hl:ìJ判、 i古川乍)附;'l~えである「

1211 Il:i当日7('::'4叫 )91行



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

t拡賀秀 J) 1土車iHが天下を泊、める行為 天下のh)~ すなわち行

政の 環でしかなか Jた I という{ぶ続法時代の決刊の性格つけ

企ベー λ;、L;こものだかl、ノである J この52昧で、ム;托[正{ヨミ続投てとのA主将

「主と ρ う新たな民よーをもたりす議論であると(す置つけることがでさる c

子 mill幸コリ均三詳しむよ~;に、 1 ち丹 (J I l-/)l~わらぬ η 回U-~ ~ ------r!-j芸人民共

羽山'7主 11- 今H 主でという丈脈と、 (j~*主;云~羽 ~b:士までという支出t♂) ;:; 

つの告味T を万?山したJ'，'コものといえようー

:;-1J書 i土中 r--q において裁判の独立を阻，'*"する初度がすH1~-9 る萎 |λ1 を、った

町内次の4 うに議じる すなわち、町長祥子l制、上級主主判所に4る判決の

三両'1 子工 J ク、党委審~_ltJ;といった l 主主主的な審ミえなが設自主し

てきた実竹内松j1i~l立、裁判J行の「主体的力主、すなわち I矛淑注と高

度主:専門的業務遂行能力を具備Lてい4い という「小イ刊の紘造 (221 

E主である。 Lたがっ1、fItc) ())王fねたり当が増大すれば、 r:-j自社会

においてもよ文刊の似立 Jム判官の;U(j:lが尚立 Fることになるかもしれな

い Lかし、ここで翻って、~;;~~政巾互の'r，ザ乏にぷる正法京務 i: UをIpJ

L了る κき、ー ー O!えらじじウド1的1E18送行能力、よ二

必}IJ :~þ.);およびポ実詑jj を ・花、V引広三才にコけていた". ヘに

もかう、わらずi仏政中国におν、ごは I ~X:判の独 tr= j，Q.判官の独:{!..1J江主成さ

れてし sたとはと亡もいえな vヘ 0・…;1:YlTI::立中Ij，lにお vミて何故こうした現象

が生じるかとコえl;f、叫JU、 殺軒がi;i支のr1-1に解消されてしまってしる

ことに帰世十る 1223頁んとしつまり、結句のところ、裁判の叶絡が

行政的であるが故に a 法主'1 の}，jÆ 江を日目~ーする引役・凶行が{Tfl: l〆料ける

グ)だとするグ)ごある〈

確かに、手述のように 11;'(土のぷ立、 5らにはまJL事jア-=Lの独立iJ，判定;

什ノ滋賀芳 、{古代'i'ffIの;!裁判J [含]丈ィ十、 つは作j印j頁い
同 J'lIljlHiJ r小口 l-f-J、苦 "1見fVロ巨の裁判Ij~法巴 ，L:i~休

J

同 t:i去5号[:_:()().'_}

庁) 9GJ2-c 具件的 lこは次的m;~婦に表れていよじすなわ九、 í8年以降り裁1";の

あり方;ょ、 l人民央官:r:l~:成'"以絞T一烈三中全会に守、ゐ三十年())州事裁}I の ;11-!，

れの中から、その~}k;{L('_~ 員~7.己主れるかどちで、形成 cれてき Pものである」、 l八

二〉信 itに問題しされ l"r'-~論占がそのまま JI ， C)_'~-代、さらに二 世紀初頭l;持丸

悲されている I (ノj、11.前下-gi上 i，1 :3) /1、211r.:L，また、伝統主については円古
河了山青代'1'1'1に月けるI1リヰ44什.}oC半刊行勺の処理 J参1自Jご

二日誌S7(2'463):J'i三 L"21 
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というf'fil!かハとじる限立であり、出家三的の積極的 'j~ :lJ;1 を凶る f丁吹か

ら斗まれなt'0 この芭 I~~(-ご本説 i止、 '1'1'1 にはそもそも I j，主↑:J(f)1Dti'r Iこ

いう観念手 I1み山すれ需がないことやがi持するものと考え J¥れる c

をLuこうした小!の議論にほ次の 21，'."1:0)意義があると考えられるo

uζつは、 rl"l$iJ、市:J'Jょの成果を|うよに活用 L、いわlよー[人税と段↑ミのイ丹波

しをしており、 h肘君、空乏"こおいて T研')d代4tJv♂qワ〉事象を(伶1ì:t置富 Fて:コ5~け?るという折Jにこな 4悦日比rt)

菩;提是七供bしてい之ゐ3内、J寸でごJゐうど£J コ もうひとコ;止、巾司の裁判Jの性格が行11之1りで

あるこ lをJ百般， c 点である

池りで、筆者:土次の 2白について不 14Tであると考えるとひとつは、

七、統と現代の連続七についとであ，，;.:."七、帰依時<\~から現在までの 1+1 戸町史

は呂、「しも順風満lC流れてきたわけではないο すなわも中国は、 i青ァド

か lヮ民|可期にかけ、 U~.~IJ 庄の向洋コ工代化に君子め、またそのf去の Jt産公政

権制止に伴しそれまでの努刀(近代が行たされ、|戸、ノlゃから社会王

義法を継受したr いわば伝統 P丙洋近代化吋1:.i:':z _:~義法の 1il主受という歴

史を辿ってさたのである、こう Lた利余曲折;、摘むたY汀セス[おν、て、

な-~~法制jのあり方に院する伝統rp 日当 u、の泡伝子 l 主!と'j'1J ~行政Dg) が今戸

においても残存しているのか、 1，;吉ではこの片がHJiらかにされてし ιない何lニ

もうひとつは、なぜ法判が行政に-;~手消されるのか、その JJ私みなしけ J

fj:カー7クリ fj: ";-本ピのようなものごあゐのか、というこ jであ心。この

山、については[対日書じである政社交員会の存在、犯による法判官。ノ人

ホ管理、 .8Ci与Tが裁半Ijh<fの財政11を+)jt.")てしaることがやYずられて L-，る ¥218

--220IT: ( 筆者もこれらがぷ判の独占の命運ιj、主 合~三ている

と与えてし冶る。かし、 :liJ吉はこれ hの安幸をいれまするが、実際1:こ

れらがどのよっに作用し、まに相互がドのよう右問係にあるのかが!分

に時7ら話、:こさiLて¥'なL、1.:7

;ユ l の「致凶の獄、i: J ト閉する丸行研究のィ、足京は、以「の 2 点 l二 11~

→(;;司fSに討するものではなLづ仁小:.JO)議諭に対する同様の問題J是認とに寸、

鈴木むは l現代に記いても伝統法的なJ士、-0がなぜ残有しているのか、それを古来

続させ乙メカニズムはHであゐのか」に v う疑問をW:けかけゐ ;Tト巳l主太-
E中f言1r干1'f"代中j;i;Ji云JI;記会体J刊こ法6号 (20;);5if) 1 U2 t-n ，) 
l 字Lリ川は1'1書を芽 L

12:11 Il:i当日7('::'4但 ;91~



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

iiiさズしよう n ひとつは、裁判を権力の送共とする仕組みのパ-'')はある

科夜明らかになっているが、ぞれが全体としてこ、のような構法になって

いるのかは、まだ:-':lf[ニ解毎日ゐれたとは， 'えない点である似 た述の

ように、 これが本院第;::0)課題:泊、与する c もうuとつは、税ノ上のこう
した及判のあり方につしぺ伝お:法とのt主主主牢が指摘されているが、なぜ

してし，/，0のかについて;土、 |分な

この内、;っし、ては今後の課題と[たい J

さ才しごし hない '."J:ごあ 6c

ヨド稿の意義

以「の先行研究の検討を考慮;ニ入れた 1ーで、本格(j少なくとも次の 2

点において学界仁貢献できるのではなν~ンと15-えている U
i 1 J そもそも日本:こは厳打に慌する先行i;ji-究 l土 4 い p しカー虫~rJ は

rj"l~においt 実際に ;IW および;]1苧訴訟にがてのよ..:)¥'こ定41されてしる

かを7:1:る桝好のみ干すである r 本稿において絞打の実経を実行J!:的に羽尽か

に fることに J~ :)、“!_，::1W III .i¥C::lOI'. の巾国!日;土 ;IL f訴訟法を町らか

に写るこにいができる f ま7:-::-i~t高の作業を通じ亡、 r:-1 国にzj げるえ半U しは

また i1 とは{可かを実~IL10 ~こ関討するための烹売?を従伎できるので

はないかと考えられるつ

(21 え述の土ゐに、裁判が独心ごき士L寸|絢み、木材じ))1 J清涼でいえ

ば、 裁判ごてて:送μ、 偽造の各パーツ(花会審有'~IJ 、主\;判委員会討訟刻、

所長者公'#'1、先による裁判'U人事力:半:出、政付による裁判所財政の:主;艇

なとj は a 先行¥iJlヲじによりすごに時jらかにべれている η にかじ、各ノミ

ツを干ミ機的1:つなげffわせた全体像はま1.:fJ、されていないじプてもコはこの
端起に挑もうとするものであり、この占 Lマ先行研究をー恭'bめるこ1が

体的 ~-1-tに対する関ワが?'T-6二 L続けるのか、そのÎr1'~ない l~ ~主主(同につい亡、

仇突 2込んだ分析に欠けるき川し Iかある とし、「党内指寸与~~り羽ワなりが

~J疋ないしは装置として，ちらかこめ初み治まれ工いること e を看通し亡ばな

らなと社半;J-;る、前掲~t (4:':! 9/支し要するには、故以10)犯すが脅か予

れるのは、それなりの l制度なνLは装泣」があるかιであり、そこを(¥4らか
じ'-，なけ札ばならない、シい勺こ Jであんみ けfし同感であむ。

2.8'鈴木正樗注 (12) 17~~-以十、葉夜限 前掲辻(:32) 73点以卜につ、ミて

もi斗憾のことt九、えるご

つ1、
「

)
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つμ司アJJι
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引
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でき 4うr，，(守、

用語の説明

本 )IJいる川請をこ Lこであらかじめ説明しておく。

[ 2ツω;手屑論l

。
}附 l此

も沢京は19:57年6月191:i寸の T人民で発三とした「人民iえJ1'"グ)矛

盾を正しく処瑚寸る関誌についてJ刈 ([i':ij-"十2;127日に長向["1務会議で

f丁円;f::i直説を諮問ー修正したもの， I こおい工、ヌ士会土義社二←におげる矛

盾には、 rt;l!jが長なる I敵対ヂ扇 J (人1(二政ニのA盾j と l 人民I)'j;j-[) 

の;子，['~人民間の矛日)があるとする考え )J 歩示したそ ν て、「人民

とは、|司、歴史時期:こより異 J土る /，j容をおつものとされ、当時i土、社会

主義建設事業を支持し、これに互訪日するあんゆる階級、階層および社会

集毘が I人lc.，二、またえLiドー設や命に反，，'1.L、主:会主義定訟を敵視・

妓壊する社会努力と社会集1JIが人民の F敢 にカテゴライズさわたυ つ

まり、くをて U)人が I人民 l 円 I故 Jに/寸けられるのごある〉み稿ではこ

うし丈忍 λを， 2つの升Jド論」とl呼ぶご

この 12 つのイ:-1~~;fJìJ においては、敵対示盾とぎれたものについては

狩、裁のjJt土崎市j• !l:8iZ)によって、また人民ドィ引の矛同とされたもの

については民土的方出【託存 批判・教え}に土打、処J;:，~! しなければな

らないとされとc

そして 毛沢廷により i2つの:f'Jf;論」が詰えれど徒、 2つ何万三取

をしくれ分L かっこれを処理することが、中川ìÄ逗)IU の指導係 ~IJ

となった りため、!日出血苅と 2つのオ活論 lをドじっ4う:ニ蕊企5吐

現ノ之、 l'では司法改 uが行われている これを受け亡'1'Mの手収 iアも少

のよう t...::.2人1[よるかlついてU熱し た議論i)~'HIU目されーにいる{二うしと中、「ZJ4

tl;-j声具 =1'位置が Eトr~Oì'T'者。〉牝干IJ に自由され 1 いるい今後の I'i'i心〕司法ll主主主を

とtる卜 ef-)、l裁判惰造が交際にどの 4うなものごあるか々呈杯める
ことは重火であの与。

"" l'沢弘選集(事51主)~ (人民H-!I版r、1977ff-) :kiシ <102頁)

日. t叫品ょ大「社会主義主公しお~jる子!t9と法 中国法辺論ク)引到;nJ 東

洋丈fL附冗fザ1泊?安10叶 (19GGザ125只c

l2fi.l ll:i当日7(2' 40¥)) 912 



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

るかが問起となヮた、そこで、完治・予'!F‘をちさi込ノメ様々 な2証言討が殺り

J1、 ljv られた G-~: しかし、 2てノめ/子屑ョ布 I f之、 I三[iJι1Zl土ノう尉0，解決ノら

法が十↓演のちが， 'ドよって IJ'r~ なることやお1同してレ 3 るが、↑ヰ~の九がい

をいくつかの具体例で託明 k二 主望論的仁川口月することはしてい右

し川，r，_，という近論的に孜前irt0主:欠陥を内包しており、しかも、人民がよ♀

法行J;'Jを深山こしーと法的告l裁を受けたj窃今、干の市l訟はI款に対守る独裁

とは!阜 D:]:'Iヲな;~ふ ，;lPJ) ;L と宇るため、 Z つの矛盾キ Hl!~す :'I~1:--T;テゴライ

スするJrl:HIJを写き円せなかっプ〈結来fドjにひとつの則論仏系を作り戸げ

ることはできなかったのである川 (このこ fこ月三fえ々 !芸を引くしワ A正:)J: 

ぴ三l参照

{近f¥:法的14、考役ュ¥:l

半卦が本相(/)主祭においてペ ス亡する与え!;を、山i干近代r;:的なも

ののう羊え万として、;，Ed¥:法的141考様式 Jと呼ぶr とほし吠、これが

有二イlリを意味するのか(、答えることは行妨ではとよい{イヰ1誌ではさ Lあたり、

米令羽山次の訟首01こ拠りたしじ日 すなわ亡、近代以日~}~'与一様式的核心

とは、 l同期処王国にあた J 仁 ;絞め泊，'-!.こ7T苦しながら在害児[勾 Jレ ;レ

の直 的泡用キめ:二十」吋6、「そのルャル誌だれに対しても主差別に、

ItlII- -ê'~ に、〆JL~t~にあとはめて民窪苓処理していく」川ょことであり、

二う Lた近代法的思考株式には、 i":公、]，な処j-lU と:'lわ(tSi仁川1arcas山

C孔11I()r :-;i:s:tilar '::r出 t 11l e~1'::) 、伝子山可能十lc)係:阜、ぐととL治的排除〈法 lよ

♂この点」っし ιては、lriJ上位，-，5.)点、旧ふ信r;'才i戸諭と叫-J-t:I ド上~法 l ふ恒

研究J:i f入'{-<--~り (19{";年;-;---i'良元ワ干しいコ

山田中.;r1ョト() ~-; 

イノ '1['1"1，)、入門，お~126頁ハ

日 米王寺羽は '1)，---i/Jレマイン打、「法体的なも引の考えん、「法i'ls思干す J ム
いろタームをよfj~ 、工いるが、その意味す ると一右は、およそ 1去に;}j-d-るさえむ

ー紋とはなく、オ旬 ;'lU、Ü'~J な ìL;;午と支方(すなわち、市引のしう:- ~f刊し!Ji守 γ、考

ふた;-¥J}であると与えられる。

一小ノ;{と金n)j Cド うの法学士」 ~ 1) ，ブJdル寸インド考巴 」同 h;、長・

法字教育 u工法叩;究第き壱i q::;;青iii版、 2U(i(J¥f-;' 190民n
;ド台羽 I--;*i~的なものの与えんとは何か J :w-U_l郎、 199只ご

二日誌57(2-4S:>):)';-1 1"6J 



。
}附 l此

権力者をも拘束する、権力者もまた;ムの支配を受ける J、必f))芋の椎J丁

的安定自の/存こ U ったメリソ人があるお、と。 4ご稿では、こうし

た考えむが近代法のヱソ七/スであるこ考1る

r~:'h立 i)~5t 苫]

いわゆる 'd記 Iちion，-;-);unJ のことであり、 iニLf卒、i勺には、 ji 1:;士レベJv

(，~ 13~，"ては党中央のほか、 v:旬、平ゃ什沢民というた党の最高す主導苫寺、

またj白方においては芥地の党委員会、そして i司書記や政府判長を寺、説に

i背いている

{裁判'日]

人民裁tlj;q!:'組織法(19'i'I"1ド合吋21E J長沢、 1979年7月 1E J系収・ l犯行

者1日l円捻j丁、 191:):，〆12月2円改正・了。以下、[円;:j:をそれそれ六1

司裁判所法J、'79'1裁判所法四と、明行誌を I裁判所法」と呼ぶ)に

おいて、裁'iU在担う者は[裕一村J人員; とnばれており、 こ Yl;土所長、 ;~íl;

河;長、iJ仁判委員会35員。へ延長、日り延長、判事[審判員]、 4民事端[防

T世帯平Il11引 lおよび人以参王手1lからなるーこれに対して、裁判、 (1995

寸r~ )528日以荻 '7JJl13hiti行‘ 2以)l午 G)1:1013;;)(王 位打)では ri主
主jというタームかJlJしミわれて33り、これは人民芸'lli只守降、く Jむ IJ人

山~' jnJ !-_~()l ~"山市民多目に

ぺ ~9'下裁判所社、山何百u ついては、平野等 前掲Jム

北沢)を事照~ /: 

出)5.~3川閉じ長井

併設判所法.3>Ti-:人民裁内問的 li予判人民|その誌の人員 :こは l裁':'j委員
令委11J よ協定手中て\.，\ないが、最高人民裁軒)jl スタッアが執革路イトm~)ミ:fi

i号ェ編「lJ、下 1法起f:長 (人民社紅出版七、 1日)S年 2日長はこれち「市百人員1
!解している(裁判Ij'[]̂f.!、 2-~~~止主主干'1 苦:民三を只が裁判官 L;I、8Jであるこ l を

明ぇ規立ずるふ 3お、長田のほ三んどは)ifj-丘、副)り j三、じよミ品、ペコー兼任 J て

いる IU22参加 なお、裁1'15，折法II条3Jii (こJるこ、所長は哉引委員会のpJS

長会衿める)

('1 "これまで[詐刊誌]、[均f:'t存刊誌]は I!t判員」同 i 以下d員初ゾ~とヰ日与れ

るこ止が多かっ?が、 11本で「故判見出n比」が7三泊されゐ二 1:;な J、誤解を
引くJ;.iそれが生〕たため、本稿ではさ Lあた i';これらを卒、，'1'15弔栴 lと

出す J

1271 II:i当日7(2' 4;-;S; 9i() 



現代 ~-tl::IJに万ける，-;:;:iJ:Jの体主，':1:

を拾す ( 1山J、2:;たいい c 本稿で'11"るy;.主判TすlJct、[iム甘] じっ立

科、である c また、卒稿では所長、配庁長、裁Ij委民会委去、延長がよぴ

青「裁判所笠;巴職ーとi;'f'，;; ([法託 1完長]ドついては、所

長と長官をい日:;';~J:ず、一律に C(副)所長」と司，す)

なお、主引くにつしにと補ノ乙説明しておく ρ;-!-]国の裁判所におし sて、判事・

1平仙i土用j平(裁判、}託、民事(裁;可)J_二なとの哉判延 y 

も1いf;正才i，;{) J t配属される J 判え l工、刑ポtU-~ ~.ま刑ポ示、汁j を担ぺする判

事ー判事紛が配置され、そこで複殺の合議1，'l合議定jが構成5れる
この点、 今誌什、を荷ばするの;こんりる人数の刊雫 ζ判雫柄が配属され

之，(，3'日本の故判所の l部:， 1部に+合議体) こは長なる c 延長はご

うした裁判廷の詰理職である J なお、裁判所の規桟によ rつご:土、川事 1

!fJ事。廷といった共f合にt1;f紋のJiIJ事廷が区古れることもある 1('1ρ

f:'O¥町道管 吋なおけ (60}20 tlυ 

同illiI人・ィペ巻恒・ IIIA市三f， 1F t!引にの裁判(~~; 4 l{kJ J; 有斐「司、 2り0;)年;

7己見 (72 見 ~i

制ノ許可lドユJ注向でどのよ 1 に業務うj'~f...，tーるかに '")\i-" どは全河統 的に規定さオf

ぐいない ~'~t-.+\賢が 1953 宇和か丸 ID94年夏に岩(-;亡fJっと調布柿呆によ令と、

例えば、 f三脊市:'裁では刑事 l 廷が主期懲役;L! の引_~U~事??の l 審を、 I"(IJ 2廷

が 2 審やJ[!.~~; るという C 4;司におけるオ，J品化による I}I~， 11 (/)何出 'Ij、

況の矢替、改革、構涯の諸相 」小森田市、が肩『古場f主流化的法H j)~と t有

仁宏、 2()()1't-)241 -~242頁 このほか、同論文には長春，1削除同裁判所、 1LTて

!訂正威、 日津市古及、 :n~ 中裁における刑事廷の来務分析!のあり占が記ごれてい

るし

二日誌57(2-4SI):)ι9 1"只1


